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● 適用範囲
　パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、長崎県内で働くすべ
ての労働者とその使用者に適用されます。
　
● 最低賃金の対象とはならない賃金
　以下の手当等は、最低賃金の対象となりません。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・
休日・深夜の割増賃金、賞与、結婚手当等の
臨時に支払われる賃金

長崎県最低賃金が改定されます！！長崎県最低賃金が改定されます！！
時間額953円
令和6年10月12日㈯から

厚生労働省最低賃金特設サイト
http://www.saiteichingin.info/

〈厚生労働省ホームページ〉

55円
UP

業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き
上げを図る中小企業・小規模事業者の皆さまの生産
性向上に向けた取り組みを支援する助成金です！

業務改善助成金

⑴時間給の場合
時間給

円
≧

地域別最低賃金額（時間額）

円

日　給

円
÷ = ≧

１日の平均所定労働時間

時間

時間額

円

地域別最低賃金額（時間額）

円

月　給

円
÷ = ≧

１か月の平均所定労働時間

時間

時間額

円

地域別最低賃金額（時間額）

円

⑵日給の場合

⑶月給の場合

⑷上記⑴、⑵、⑶が
　組み合わさっている場合

例えば、基本給が日給で
各手当（職務手当など）が
月給の場合

❶ 基本給（日給） → ⑵の計算で時間額を出す
❷ 基本給（月給） → ⑶の計算で時間額を出す
❸ ❶と❷を合計した額≧最低賃金額（時間額）

１．最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者（事業主）はその最低
賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

　　　仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは
最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされま
す。使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額
との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わ
ない場合には、罰則（50万円以下の罰金）が定められています。

２．最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどすべての労働者
に適用され、事業主は雇用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなけれ
ばなりません。なお、最低賃金の時間額は、時間給制、日給制、月給制等を問わず適用
され、賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの
金額に換算して最低賃金時間額と比較します。（下記の例は、長崎県内事業場で勤務する場合です）

　　

３．最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) １か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働に対する賃金
(4) 休日労働に対する賃金
(5) 深夜労働に対する割増賃金
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

４．精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等には、長崎労働局長の許可を条件
として、最低賃金の減額特例許可制度があります。

 
５．派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

必ずチェック最低賃金！
長崎県最低賃金は令和５年10月13日から

必ずチェック最低賃金！
長崎県最低賃金は令和５年10月13日から

必ずチェック最低賃金！
長崎県最低賃金は令和６年10月12日から

最低賃金の知っておきたいポイント

１時間　953円（地域別最低賃金）

953

953

953
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従業員の働き方・休み方を変える！従業員の働き方・休み方を変える！


